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マイナポータルからの申請の手続きご案内
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※本資料は、申請者がPC又はスマホの画面より申請をする場合のイメージを示したものです。
※実際の画面表示と多少異なる可能性がございます。ご了承ください。



3

【①オンライン申請について】

マイナポータルの操作やログイン方法については、デジタル庁のサイト
に掲載されている下記のリンクをご確認ください。
○国家資格等のオンライン・デジタル化｜デジタル庁
○国家資格オンライン化サービス紹介

添付書類の種類などについては、下記のリンクに掲載している「免許試
験合格者等のための免許申請書等手続の手引き」をご確認ください。
○労働安全衛生法関係の免許について｜厚生労働省

※マイナポータルからの申請においても、一部書類（切手を貼り付け
た免許証送付用封筒、現在所持している免許証）については紙申請
と同様に別途郵送が必要です。

※新規交付申請と同時に氏名の変更等により書替申請が必要な場合、
新規交付申請と同時に免許の紛失等による再交付申請が必要な場合
など、２種類以上の申請を同時に行いたいときは、マイナポータル
からの申請は受け付けておりませんので、紙の申請書による申請を
お願いします。

※お手元に必要書類を全て用意してから、マイナポータル申請を開始
してください。

https://www.digital.go.jp/policies/government-certification
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f5541d61-9839-408d-babb-bd40c8dead71/685ad572/20240802_policies_government-certification_outline_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/index.html


4

①すべて見るをタップ

②国家資格をタップ
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③資格を追加するをタップ

④労働安全衛生法による免許をタップ
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⑤手続をはじめるをタップ

⑥労働安全衛生法による免許の登録状況

を選択

・既に免許をお持ちの方

→「資格管理団体へ登録している」を選択してください

⑦に進んでください

・免許を所持しておらず、初めて免許申請を行う方

→「資格管理団体へ登録していない」を選択してください

⑩に進んでください
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⑦お住まいの住所地（※）と提出先を選

択し、「次へ」をタップ

※免許証に記載された住所地ではなく、現在お住

まいの住所地を選択してください。

→初期設定（※）の申請情報入力画面に

遷移しますので、画面の注意書きをよく

読んで申請情報を入力してください。

※マイナポータルにてご自身のマイナンバーカー

ドと国家資格の情報を連携するための手続きです。

初期設定申請し、労働局での審査が完了

したのち、マイナポータルからの免許の

申請やデジタル資格者証のダウンロード

が可能となります。

労働局での審査が完了したら⑧に進んで

ください。
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⑧初期設定が完了すると、③の画面

に、マイナポータルと連携している

国家資格として「労働安全衛生法に

よる免許」が表示されるようになり

ます。

各種申請を行うときはここをタップ

してください。

⑨申請したい手続をタップ

追加で免許を取得した場合や更新申

請、書替等申請、取消申請を行う場

合は「登録情報を変更する」を選択

し、紛失等により免許証の再交付申

請を行う場合は「資格者証を再発行

する」を選択してください。
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⑩申請情報入力画面に遷移しますので、画

面の注意書きをよく読んで申請情報を入力

してください。

○安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、「免許試験

合格通知書」を交付された方

→ 住所地にかかわらず、東京労働局免許証発行センターへの

申請となります。

※「東京労働局免許証発行センター」と「東京労働局」は別の

窓口です。

○上記以外の方

→ 住所地を管轄する労働局（免許証の交付を受けた労働局で

も可）への申請となります。

申請に当たっては、別途書類の郵送が必要になりますので、

「手続きの提出先」の労働局を必ずメモしてください。
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⑪この画面が表示されたら申請情報の入力は完了です。

申請情報入力完了後、速やかに

○オンライン決済による手数料の納付

○封筒に必要書類（460円分の切手を貼付した免許証送付

用封筒、既に免許証をお持ちの方は免許証の原本）を同

封し、⑩でメモした「手続きの提出先」あて郵送（※）

を行ってください。

※①専用の免許証送付用（「免許証送付用」と書かれた）封筒、②添付

書類を郵送するための専用の角形20号封筒は、都道府県労働局・労働基

準監督署で配布しています。任意の封筒で代用も可能です。

※専用の角形20号封筒（または任意の封筒）の表面には「マイナポータ

ル申請」とわかりやすく記載してください。任意の封筒の場合は裏面に、

申請者氏名と住所を必ず記載してください（専用の角形20号封筒につい

ては「申請者氏名」「住所」の記載欄に記載をお願いします）。

※免許証の原本は、都道府県労働局または労働基準監督署で原本確認の

証明を受けた免許証の写しで代用が可能です。

※郵送トラブル防止のため、簡易書留等の追跡できる方法で郵送してく

ださい。

※郵送先の労働局の所在地については、P13をご確認ください。
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【②オンライン決済について】

申請情報入力後は、忘れずにオンライン決済により手数料（1450円）
を納付してください。
なお、手数料を納付した後の返還・流用は認められませんので、くれ
ぐれもご注意下さい。

オンライン決済の方法については、下記のリンクのP12~P13を参考に
してください。
○国家資格オンライン化サービス紹介

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f5541d61-9839-408d-babb-bd40c8dead71/685ad572/20240802_policies_government-certification_outline_01.pdf
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【③マイナポータルに関するお問い合わせ先】

マイナポータルに関するお問い合わせはこちらにお電話ください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】

0120-95-0178 （フリーダイヤル）

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
（自動音声案内「4番：マイナポータル及びスマートフォンのマイナンバーカー
ドを選択」）

例：申請画面でエラーが発生した場合等
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都道府県労働局の所在地

○東京労働局免許証発行センター 審査担当
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館2階

※「東京労働局免許証発行センター」と「東京労働局」は別の窓口です。
⑩で手続の提出先として「東京労働局免許証発行センター」を選択した方は、必ず上
記の住所に郵送してください。
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